
船舶事故等調査報告書 

平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第８４号 

事故等名 押船第十八日好丸錨索・漁船富栄丸衝突 

発生年月日時刻 平成２０年１２月１８日０６時００分ごろ 

発生場所 大分県国東市安岐埼沖灯浮標から真方位２５２°１,６００ｍ（安岐漁港） 

（概位 北緯３３°２７.９′、東経１３１°４３.８′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年３月５日門司・地方事故調査官が、海難報告書を入手し、３月９

日及び同月１０日Ａ船の船舶所有者代表者及びＢ船所属の漁業協同組

合漁船保険担当者から口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十八日好丸 １９トン 

３９６８ 

株式会社山口産業（船舶所有者） 

船種・船名・総トン数 

漁船登録番号 

船舶所有者等 

Ｂ 漁船 富栄丸 ４.８２トン 

ＯＴ３－８５５２ 

個人所有 

船種・船名・総トン数 

漁船登録番号 

船舶所有者等 

 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

 

損傷 Ａ なし 

Ｂ 推進器に曲損、キールブラケットに擦過傷 

 

事故等の経過 Ａ船は、操舵室を無人として、安岐漁港の漁港整備工事区域内で錨泊中、Ｂ船は、船

長１人が乗り組み、針路を東に向け、約３ノットの対地速力で、安岐漁港内の工事区域

外の海域を航行中、平成２０年１２月１８日０６時００分ごろ、工事区域外の海域に伸び

ていたＡ船の錨索とＢ船が衝突した。 

当時、天候は晴れで、風はなく、潮候は低潮時であった。 



分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

発生場所付近は漁港の出入口で、当時、漁港整備工事が行

われており、同工事区域の境界を示す小型灯浮標が設置さ

れていた。Ａ船は、工事区域内に錨泊していたが、１個の錨

が工事区域外の海域に投下されていたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が工事区域外の海域に投錨したため、航行中のＢ船とＡ船の錨索とが

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

その他の事項 なし 

 




